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法人コンサルティング部 

会社法務・コーポレートガバナンス 

コンサルティング室 

2024年 2月 26日 No.215 

証券代行ニュース No.215 では、トピックスとして「第 24 回 定時株主総会後の監査役等の体制

に関する年次調査集計結果」を、特集として「全国株懇連合会『一体型アクセス通知モデル』の

改正」をお伝えします。 

ニュース 

2/1（木） 
東証「投資者の視点を踏まえた『資本コストや株価を意識した経営』のポイントと事
例」を公表 
https://www.jpx.co.jp/news/1020/20240201-01.html 

2/15（木） 
東証「『資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応』に関する開示企業一覧
表（2024年 1月末時点）」を公表 
https://www.jpx.co.jp/equities/follow-up/02.html 

トピックス  

第 24回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査集計結果 

2 月 6 日、日本監査役協会は、「第 24回 定時株主総会後の監査役等の体制に関する年次調査集計

結果」（以下「本集計結果」）を公表しました。本調査は日本監査役協会の会員を対象に、定時株主

総会後の役員等の構成の状況や監査に係る各種実務手続きなどを調査するものです。 

https://www.kansa.or.jp/news/post-10392/ 

本集計結果より、女性役員の「選任状況」「前職および現職」についてご紹介します。 
 

【女性役員の選任状況】 

女性役員がいる上場会社は機関設計にかかわらず年々増加傾向にあり（左表）、社外者としての

登用が目立っています（右表）。 

 
（出所）本集計結果【解説編】8頁  

【女性社外役員の前職または現職】 

女性の社外取締役の前職または現職（本集計結果「監査役(会)設置会社版」問 1-1④）は、社外

取締役全体（同問 1-5）と同様に「会社と無関係な会社の役職員」の割合が最も多く、上場会社の

42.3％を占めています。上場会社で次に多いのは「弁護士」の 21.7%で、社外取締役全体（同問 1-

5）の 13.2%よりも多くなっています。 

女性の社外監査役の前職または現職（同問 1-1④）は、「弁護士」の割合が上場会社の 41.9%と

最も多いのに対し、社外監査役全体（同問 1-2-1）では「公認会計士又は税理士」が上場会社の

29.9％と最多で、続いて「弁護士」が 23.2%となっており、傾向がやや異なっています。 
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特集 

全国株懇連合会「一体型アクセス通知モデル」の改正 

 2月 2 日、全国株懇連合会は、「電子提供制度における招集通知モデル（電子提供措置事項の一部を

含んだ一体型アクセス通知）」（以下「一体型アクセス通知モデル」という）を改正しました。その具

体的な内容については、以下の URL よりご参照ください。本稿では、改正のポイントをご紹介します。 

https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2024_01.pdf 

 

１．一体型アクセス通知モデル 本文の改正点について 

電子提供措置事項記載書面（書面交付請求株主に対して交付する書面）への記載省略について、次の

新旧対照表のとおり、定款の根拠規定および監査対象書類の一部である旨の記載の見直しがなされまし

た。 

旧 新 

４．招集にあたっての決定事項 

（１）電子提供措置事項のうち、次の事項につ

きましては、法令および当社定款第〇条の規定に

基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対し

て交付する書面には記載しておりません。従っ

て、書面交付請求をいただいた株主様に対して交

付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査

役および会計監査人が監査をした対象書類の一部

であります。 

① 株主総会参考書類の以下の事項 

……（各社が定めた事項を記載する） 

② 事業報告の以下の事項 

……（各社が定めた事項を記載する） 

４．招集にあたっての決定事項 

（１）電子提供措置事項のうち、次の事項につ

きましては、法令および当社定款の規定に基づ

き、書面交付請求をいただいた株主様に対して交

付する書面には記載しておりません。なお、監査

役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書

類を監査しております。 

 

① 株主総会参考書類の以下の事項 

……（各社が定めた事項を記載する） 

② 事業報告の以下の事項 

……（各社が定めた事項を記載する） 

③ ………………………… 

④ ………………………… 

（変更箇所は下線。東京株式懇話会ウェブページ掲載資料より抜粋） 

 

改正理由等は次のとおりです。この内 2点目に関しては、従前、電子提供措置事項記載書面について

「監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部」であるとする記載ぶりだったものが、連結計

算書類、計算書類のすべてを記載省略の対象とした場合は、電子提供措置事項記載書面に会計監査人監

査の対象書類が含まれないことがあり得るため、法の主旨を踏まえつつ、より簡潔で分かりやすい表現

として、「監査役および会計監査人は次の事項（※記載省略事項。当社補足。）を含む監査対象書類を監

査しております。」という記載に見直されたものです。 

≪改正理由等≫ 

・定款の根拠規定を明示する必要はないことから定款の条数の記載を削除することとします。 

・従来の表現では、連結計算書類、計算書類のすべてを記載省略の対象とした場合に誤解を与えかねな

いことも踏まえ、会社法施行規則 95 条の４第２項の規定の趣旨を損なわない範囲で、より簡潔で分

かりやすい表現に見直すこととします。 

（注）東京株式懇話会ウェブページ掲載資料より引用。 
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なお、当該改正点に関連し、一体型アクセス通知モデルの【補足説明】についても、次の新旧対照表

のとおり改正がなされ、留意事項の記載が拡充されました。 

旧 新 

（５）その他の招集の決定事項 

（略） 

上記⑨は電子提供措置事項記載書面において、

株主総会参考書類の内容について省略する事項が

ある場合に、その内容を記載する。なお、事業報

告、計算書類または連結計算書類の内容を一部省

略する場合の内容は、招集にあたっての決定事項

ではなく（施行規則 63 条各号参照）、招集通知の

記載事項には該当しないが、本モデルのように併

記することが考えられる。 

（５）その他の招集の決定事項 

（略） 

上記⑨は電子提供措置事項記載書面において、

株主総会参考書類の内容について省略する事項が

ある場合に、その内容を記載する。事業報告、計

算書類または連結計算書類の内容を一部省略する

場合のその内容は、招集にあたっての決定事項で

はなく（施行規則 63 条各号参照）、招集通知の記

載事項には該当しないが、本モデルのように併記

することが考えられる。また、監査対象書類に関

する記載（施行規則 95 条の４第２項）は、監査

役または会計監査人からの請求がない場合でも、

あらかじめ本モデルのように記載することが考え

られるが、例えば事業報告の記載事項のみ省略す

る場合などは、表現を工夫することが考えられ

る。なお、電子提供措置事項記載書面への記載省

略の定款規定について具体的な条項数を引用する

場合は、定款モデル 15 条 2 項に相当する各社定

款の条項数を記載する。 

（変更箇所は下線。東京株式懇話会ウェブページ掲載資料より抜粋） 

事業報告のみを記載省略した場合、記載省略事項として列記する内容に会計監査人の監査対象書類が

含まれなくなることから、「なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査して

おります。」という記載は、表現を工夫することが考えられます。 

２．ウェブ修正に関する補足説明の追加について 

電子提供措置事項記載書面のウェブ修正に関する説明が、次の新旧対照表のとおり見直されました。 

旧 新 

（６）その他の記載事項 

電子提供措置事項を修正した場合は、その旨お

よび修正前の事項も電子提供措置事項とされてい

る（会社法 325 条の３第１項７号）。そして、電

子提供措置事項の修正の方法は、電子提供制度導

入前のいわゆるウェブ修正と同様の方法によるこ

とになる。従って、会社法 325 条の３第１項１号

から６号に記載の事項について、修正後の事項を

株主に周知させる方法を引き続き記載しておくこ

とになる（施行規則 65 条３項、同 133 条６項、

計算規則 133 条７項、同 134 条７項）。 

（６）その他の記載事項 

電子提供措置事項を修正した場合は、その旨お

よび修正前の事項も電子提供措置事項とされてい

る（会社法 325 条の３第１項７号）。そして、電

子提供措置事項の修正の方法は、電子提供制度導

入前のいわゆるウェブ修正と同様の方法によるこ

とになる。従って、会社法 325 条の３第１項１号

から６号に記載の事項について、修正後の事項を

株主に周知させる方法を記載しておくことが考え

られる。また、当該記載は、電子提供措置事項記

載書面について修正後の事項を株主に周知させる

方法の通知を兼ねることになる（施行規則 65 条

３項、同 133 条６項、計算規則 133 条７項、同

134 条８項）。 

（変更箇所は下線。東京株式懇話会ウェブページ掲載資料より抜粋） 
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一体型アクセス通知に電子提供措置事項の修正を周知する方法を記載する趣旨は、電子提供措置事項

記載書面のためのものであるので、その点がより丁寧な説明となるよう改正されたものです。 

 

３．その他の改正点について 

その他の改正点として、バーチャルオンリー株主総会、監査等委員会設置会社における記載例等が追

加されています。 

≪バーチャルオンリー株主総会の一体型アクセス通知記載例≫ 

 

 

 

 

 

 

（東京株式懇話会ウェブページ掲載資料より抜粋） 

≪監査等委員会設置会社における記載例：下線・太字の個所が監査役会設置会社との違い≫ 

 

 

（東京株式懇話会ウェブページ掲載資料より抜粋） 

本稿で取り上げた改正点以外の改正内容など詳細は、本稿冒頭の URLよりご参照ください。 

 以 上 

（略） 

（略） 

（略） 

（略） 


